
町 
民 

プ 

ー 

ル 

の 

利 

用 

案 

内 
■ 

利
用
の
注
意
点 

① 

プ
ー
ル
に
入
る
方
は
、
必
ず
水
着
を
着
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

② 

小
学
三
年
生
以
下
は
、
水
着
を
着
た
保
護
者
ま
た
は
指
導
者
の
同
伴
が
必
要
で
す
。 

 
 
 

・ 

小
学
三
年
生
以
下
の
五
〇
ｍ
プ
ー
ル
の
使
用
は
、
同
伴
の
方
が
一
緒
に
入
る 

 
  

場
合
に
の
み
可
能 

③ 

プ
ー
ル
に
入
る
前
は
、
必
ず
準
備
運
動
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

④ 

プ
ー
ル
使
用
の
前
後
と
便
所
を
利
用
し
た
後
は
、
洗
体
・
洗
顔
・
う
が
い
な
ど
を 

必
ず
行
っ
て
く
だ
さ
い
。 

⑤ 

化
粧
を
し
て
い
る
方
は
、
完
全
に
化
粧
を
落
と
し
て
か
ら
プ
ー
ル
に
入
っ
て 

く
だ
さ
い
。
サ
ン
オ
イ
ル
や
日
焼
け
止
め
な
ど
の
施
設
内
で
の
使
用
は
禁
止
で
す
。 

⑥ 

施
設
の
中
で
は
、
履
物
を
使
用
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
プ
ー
ル
に
入
ら 

 
 

な
い
同
伴
の
方
に
限
り
「
水
道
水
で
洗
浄
し
、
施
設
内
に
用
意
し
た
消
毒
液
に
浸 

し
た
サ
ン
ダ
ル
の
み
使
用
で
き
ま
す
。 

⑦ 

次
の
器
具
は
、
五
〇
ｍ
プ
ー
ル
で
の
み
使
用
可
能
で
す
。
た
だ
し
、
監
視
員
の
指 

定
す
る
コ
ー
ス
ロ
ー
プ
で
区
割
り
さ
れ
た
コ
ー
ス
で
の
み
使
用
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

・
シ
ュ
ノ
ー
ケ
ル
、
競
技
ま
た
は
練
習
用
フ
ィ
ン
な
ど
の
足
ひ
れ 

⑧ 

次
の
器
具
は
プ
ー
ル
内
で
使
用
可
能
で
す
が
、
他
の
利
用
者
の
迷
惑
に
な
ら
な
い 

よ
う
に
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

・ 

五
〇
ｍ

プ

ー

ル 

… 

競
技
用
水
中
メ
ガ
ネ
、
ビ
ー
ト
板
、
浮
き
輪
等 

 
 

 

・ 

ア
ッ
プ
ル
プ
ー
ル 

… 

ビ
ー
ト
板
、
浮
き
輪
等 

⑨ 

ケ
ガ
や
事
故
防
止
の
た
め
、
次
の
物
を
着
用
し
て
プ
ー
ル
の
利
用
を
禁
止
し
ま
す
。 

 
 

・ 

メ
ガ
ネ
、
ヘ
ア
ピ
ン
等
の
髪
止 

・ 

ネ
ッ
ク
レ
ス
、
時
計
、
イ
ヤ
リ
ン
グ
、
ガ
ラ
ス
製
品 

⑩ 

次
の
方
の
入
場
は
、
お
断
り
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
注
意
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

・ 

酒
気
を
帯
び
て
い
る
方
、
飲
酒
し
て
い
る
と
疑
わ
れ
る
方 

 
 

 

・ 

皮
膚
病
等
を
含
む
、
伝
染
性
疾
患
や
疾
病
の
あ
る
方 

・ 

お
む
つ
の
取
れ
て
い
な
い
乳
幼
児 

⑪ 

施
設
内
で
の
飲
食
と
喫
煙
は
禁
止
し
ま
す
。
た
だ
し
、
持
参
し
た
飲
料
水
ま
た
は 

清
涼
飲
料
水
等
は
、
休
憩
テ
ン
ト
内
で
の
飲
用
が
可
能
で
す
。 

 
 

⑫ 

い
た
ず
ら
や
溺
れ
た
ま
ね
な
ど
は
、
絶
対
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑬ 

飛
び
込
み
は
、
禁
止
し
ま
す
。 

 
 

⑭ 

事
故
防
止
の
た
め
に
、
五
〇
分
お
き
に
一
〇
分
間
の
休
憩
を
取
っ
て
い
た
だ
き
ま 

す
。
監
視
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
プ
ー
ル
サ
イ
ド
は
絶
対
に
走 

ら
な
い
で
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑮ 

ケ
ガ
や
気
分
が
悪
く
な
っ
た
場
合
、
ま
た
は
事
故
や
け
が
を
発
見
し
た
と
き
は
、 

す
ぐ
に
近
く
の
監
視
員
か
係
員
に
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑯ 

プ
ー
ル
で
の
事
故
や
ケ
ガ
等
は
、
応
急
処
置
以
外
の
責
任
は
負
い
か
ね
ま
す
の
で
、 

事
故
や
ケ
ガ
等
を
し
な
い
よ
う
、
十
分
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

⑰ 

貴
重
品
の
管
理
に
は
更
衣
室
ロ
ッ
カ
ー
等
を
有
効
に
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。
紛
失 

等
に
つ
い
て
は
一
切
責
任
を
負
い
か
ね
ま
す
の
で
十
分
に
注
意
を
お
願
い
し
ま
す
。 

⑱ 

施
設
内
で
は
、
監
視
員
や
係
員
の
指
示
に
従
っ
て
く
だ
さ
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 
 
 

も
し
、
従
っ
て
い
た
だ
け
な
い
場
合
は
、
退
場
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す 

の
で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

■ 

団
体
利
用
、
占
用
利
用 

 
 

○ 

事
前
に
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。
左
記
の
窓
口
で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。 

 
 
 
 
 

・ 

朝
日
町
大
字
宮
宿
二
二
六
五
番
地 

 
 
 
 
 

 
 

朝
日
町
教
育
委
員
会 

☎ 

〇
二
三
七 –

 

六
七 –

 

二
一
一
八 

（ 

朝
日
町
エ
コ
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
コ
ア
セ
ン
タ
ー
「
創
遊
館
」
内 

） 


